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通所事業：土・日・祝日・１２月３０日～１月３日まで
短期入所事業：１２月３０日～１月３日

山川紀子

社会福祉法人 恩賜財団 三重県済生会

〒515-0312   多気郡明和町大字上野435

0596-53-0010（なでしこ直通） 0596-52-0340（通所直通）

0596-53-0010（なでしこ直通） 0596-52-0340（通所直通）

通所事業：月曜日～金曜日
短期入所事業：平日、土・日・祝日。（入院・退院は平日のみ）

通所事業；１日定員１０名（利用回数：週１～２回程度）
短期入所事業：６床

院内調理、提供あり。各種食事形態対応。

通所事業：木曜日（要相談）
短期入所事業：月曜日、金曜日　＊長期入所の予定に準ずる。

通所事業：　重度の知的障害及び肢体不自由が重複し、医療と看護を必要とする方へ、医学的管理の下での
日常生活のお世話や訓練、療育活動等を行います。また、「個別支援計画書」を作成し、生活の質の向上を目
指した個別的な支援を実践しています。
短期入所事業：　在宅支援の一環として、冠婚葬祭、家族の病気、出産、休養等の際に短期間宿泊する制度で
す。重度の知的障害及び肢体不自由が重複し、医療と看護を必要とする方に、医学的管理の下での日常生活
のお世話や訓練、療育活動等を行います。
共通：利用者様の日常生活が楽しく、より豊かになるように一人ひとりと関わり、寄り添いながら、ゲームやス
ヌーズレン・音楽・創作・感覚・個別等の療育活動を行っています。

通所事業：生活介護は送迎あり。小児の送迎は原則として呼吸器使用者のみ。（要相談）
短期入所事業：なし

通所事業：看護師３名、保育士３名、PT・OT各0.5名（兼務）、サービス管理責任者１名、児童発達支援管理責
任者１名、介護福祉士１名
短期入所事業：医師、看護師、介護士、児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、サービス管理責任
者、児童発達支援管理責任者

なでしこでは皆さまに寄り添った支援を目指しております。お気軽にご連絡ください。
通所事業：　多機能型事業所として各事業の特性を活かし、医療的ケアを必要とする重症心身障害児（者）をは
じめとする重い障害をもつ方々に対して幼児から成人まで一体的にサービスを提供し、地域で充実した毎日を
送るために必要な支援を行っています。（児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護、３事業一体型）
短期入所：　県内の特に松阪より南の地域を対象として短期入所事業を提供しています。ご本人が安心してい
ただけるように、初回利用時には”体験ショートステイ”を行っています。本人とご家族に宿泊していただき、ケア
やご本人の特徴などを職員に伝達していただきます。体験ショートステイは多くの方にお待ちいただいておりま
すことをご了承ください。ただ宿泊していただくだけではなく、療育やリハビリなどを提供して、＋αの目的を持っ
てご本人、ご家族に利用していただけるよう努めています。

通所事業
・医療的ケア対応可、酸素配管、非常用電源等設備あり。
・日中活動として、スヌーズレンや音楽活動、創作、院外外出、買い物活動等実施。
・年間行事多数計画あり。
短期入所事業
・医療的ケアの対応や人工呼吸器の対応可能。酸素配管、非常時電源等設備あり。
・ご利用は体調が良いときでお願いしています。当施設は療養型の病院内にあり、急変への対応は困難なた
め、入所中に体調が不良になった際には退所していただきますので、あらかじめご了承ください。

施設情報

２０２３年　　６月　１日 時点

通所事業：９：００～１７：００
短期入所事業：入院・退院は１０時、１１時、１４時、１５時のいずれかで調整

通所事業：平日９：００～１７：００

通所事業：なし

医療型障害児入所施設、療養介護、 重症心身障害児（者）相談支援事業（三重県委託事業）
通所事業：児童発達支援、生活介護、放課後等デイサービス、保育所訪問、居宅訪問型児童発達支援
短期入所事業：医療併設型短期入所　　＊なでしこＨＰでも確認していただけます。

時間

サービス内容

利用対象

発症が18歳以前で、重度の知的障害及び肢体不自由が重複し、医療と看護を必要とする重症心
身障害児（者）。障害支援区分５～６の方

済生会明和病院なでしこ

・障害福祉サービス受給者証に記載されている負担上限月額
・支給対象外のサービス利用料（食事代、日用品費、入浴代等）

通所事業：松阪多気圏域、伊勢志摩圏域
短期入所事業：松阪多気圏域、伊勢志摩圏域、紀北圏域、紀南圏域、中勢圏域
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